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「熱中症警戒アラート（試行）」が始まります 

 
 

 

 
 
１．背景 

近年、熱中症搬送者数が著しい増加傾向にあり、国民生活に大きな影響を及ぼ

しています。 

これまで、気象庁の高温注意情報や環境省の暑さ指数（WBGT）等によって国民

に注意を呼びかけてきていますが、熱中症による死亡者数や救急搬送者数は引

き続き多い状態が続いていることから、どのように情報を発信し、国民の効果的

な予防対応行動に繋げるかが課題となっています。 

そこで、環境省と気象庁が連携して、有識者による「熱中症予防対策に資する

効果的な情報発信に関する検討会」を設け、その具体的な方法について検討を行

ってまいりました。 

 

２．「熱中症警戒アラート（試行）」について 

 これまでの検討を踏まえ、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測され

る際に、環境省・気象庁で新たに暑さへの「気づき」を呼びかけ国民の熱中症予

防行動を効果的に促すための情報提供を開始することとしました。 

今年度は、令和２年７月１日～10月28日に関東甲信地方の１都８県（東京都、

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、長野県）で、先

行的に「熱中症警戒アラート（試行）」（以下、アラート）を実施します。 

さらに、今秋以降に有識者検討会において今夏の検証を行い、その結果を踏ま

え令和３年度からは全国で、高温注意情報に代わる新たな情報発信として、本格

運用する予定です。 

 

３．「熱中症警戒アラート（試行）」の発表時の対応について 

 アラートは、熱中症の危険性が極めて高くなると予想される前日あるいは当

日に、対象都県に対して発表されます。発表された際には、日頃から実施してい

る熱中症予防対策の普段以上の徹底をお願いいたします。 

環境省と気象庁は、熱中症予防対策に資する効果的な情報発信として、

新たに、令和２年７月１日～10月28日に「熱中症警戒アラート（試行）」の

発表を、関東甲信地方において実施いたしますのでお知らせします。 

環境省同時発表 



  

４．スケジュール 

 令和２年７月１日～10 月 28 日 「熱中症警戒アラート（試行）」の実施 

 令和２年秋～ 「熱中症警戒アラート（試行）」の検証 

 令和３年～   全国で本格実施予定 

 

【添付資料】 

資料１ 熱中症予防のための新たな情報発信「熱中症警戒アラート（試行）」に

ついて 

資料２ 「熱中症警戒アラート（試行）」発表時の予防行動 

参考資料 「熱中症警戒アラート（試行）」の運用指針 

 

 

 

 

  

＜問合せ先＞ 

予報部業務課 平原、今野 

電話 03-3212-8341（内線 3119・3352） FAX 03-3284-0180 


